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「かわさきパラムーブメント」の５つの方向性

「かわさきパラムーブメント」の取組を幅広い領域で展開していくため、世界最大のスポーツと文化の祭典であるオリンピック・パ

ラリンピックの特徴や、本市の持つ強みやポテンシャルを捉える５つの方向性（「ひとづくり」「スポーツ振興・健康づくり」「まちづく

り」「都市の魅力向上」「先進的な課題解決モデルの発信」）を設 

定し、これまでの取組をさらに深めるとともに、２０２０年に向けた 

加速度的な推進を目指していく。 

【取組推進の考え方】 

また、「かわさきパラムーブメント」をより良い社会への変革につ 

ながる、市民を巻き込んだムーブメントとして展開させていくため、 

次の２つの取組の両輪で推進を図っていくものとする。

① 新たな総合計画と連動した本市の取組 

② 推進フォーラム等の提案に基づく多様な主体の連携に 

よる取組 

（２） 推進ビジョンの取組期間について 

大会終了後に取組の成果を検証し、２０２４年の市制１００周年や、その後のまちづくりにつながるレガシー形

成を見据え、２０１６年度から東京２０２０大会終了後の２０２１年度までの６年間を本推進ビジョンの取組期間

とする。 

また、東京大会に向けた機運の高まりや、大会組織委員会等の動向を踏まえ、各分野の取組を段階的に

拡充・進化させていくことや、新たな総合計画との整合を図るため、６年間に３つのフェーズを設定し、推進ビジョ

ンの見直しを行っていく。このたび策定する本ビジョンは、主に第１期推進期間の取組を中心に取りまとめを行うも

のである。 

 【検討経過】

2015 年２月   「2020 東京オリンピック・パラリンピックかわさきプロジェクト取組方針」策定・公表 

     ９月   検討部会において推進ビジョン策定に向けた中間まとめを実施  

    １０月   推進本部と外部との連携組織として、「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」を設置 

    １１月   推進フォーラム「ひとづくり・おもてなし分科会」「まちづくり分科会」を開催 

スポーツ振興部会 

大会運営等支援部会 

経済振興・観光部会 

部 会 

まちづくり推進部会 

プロジェクト推進本部幹事会 

2020 東京オリンピック・パラリンピック 

かわさきプロジェクト推進本部 

[庁内の推進体制] 

かわさきパラムーブメント 

推進フォーラム 

・有識者 

・関係機関 

・団体 

・企業  等で構成 

[外部との連携組織]

かわさきパラムーブメント推進ビジョンの概要について 

２ 東京２０２０大会に向けた本市の基本方向と取組の考え方 

（１）「かわさきパラムーブメント」について 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて、本市は「かわさきパラムーブメント」をメインコンセプトに掲げ、２０２０年

のその先へとつながる新しい社会を市民と共に創る運動として発展させていく 

【かわさきパラムーブメント～その背景と目指すもの～】

将来の課題を先取りする 

少子高齢化、人口減少社会の到来を見据え、持続可能なまちづくりを進めていくため、一人ひとりが尊重され、能力を発揮

することができる環境づくりを進めていくことが重要である。 

パラリンピックに重点を置くということ

パラリンピックは大会を追うごとに参加国とその選手の数が増えていると言われています。このパラリンピックを未来につながるダイ

バーシティ（多様性）とインクルージョン（さまざまな人が自分らしく社会の中に混ざり合えること）の象徴と捉え、パラリンピックに重

点を置くという方針を打ち出す。 

「かわさきパラムーブメント」から市制１００周年へ 

パラリンピックを応援することにとどまらず、障害のある人が生き生きと暮らす上での障壁となっている、私たちの意識や社会環

境のバリアを取り除くことや、新しい技術でこれらの課題に立ち向かうことを「ムーブメント」として展開していくことを目指していく。

「かわさきパラムーブメント」が市内の隅々に行き渡ることで、東京２０２０大会終了後、さらには２０２４年の市制１００周年につ

ながる実践的な取組が進むと考えられる。 

１ 策定の目的 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めていくため、東京大会に向

けた本市の取組の方向性や目指すべきレガシー（遺産）を明らかにし市民と共有するとともに、取組を計画的に進め

ていくため「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」を策定する。

フェーズⅠ
「開催につなげる取組期間」 
本市のビジョンを共有化し、取組の基
礎となるネットワークやしくみづくりを重
点的に推進

2016年度  2017年度      2018 年度   2019年度    2020 年度  2021年度 

フェーズⅡ
「大会を成功させる取組期間」 
大会運営に向けた取組の推進と、
「かわささきパラムーブメント」を実践
する取組を展開 

フェーズⅢ
「未来につなげる取組期間」
東京 2020 大会を盛り上げる取
組の実施と、取組の振り返りに基づ
く持続的な取組への発展 

第1期推進期間 第２期推進期間 第３期推進期間 

１
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３ 第１期推進期間（２０１６年度・２０１７年度）の主な取組 

５つの方向性に基づく本市の取組とともに、かわさきパラムーブメント推進フォーラムからの提案をもとにしたプロジェクトづくりを進める。 

〈大会後のレガシー〉
ユニバーサル化（バリアフリー化・多言
語化）の進んだ公共空間 
羽田空港を核とする成長戦略拠点 
連動した交通ネットワークの形成 

〈大会後のレガシー〉
誰もがスポーツに親しめる環境
健康づくりや生きがいにつながるスポーツ
や運動の習慣
アスリートを発掘・育成・支援する環境 

ひ
と
づ
く
り

[具体的な取組（主な取組）]
ボランティア活動の推進 
○スポーツイベント等におけるボランティアの募集 
○事前キャンプ受け入れに向けたボランティアの育成  
心のバリアフリーの推進 
○市内イベントにおける障害のある人の就労体験の実施 
○障害の有無に関わらず参加できるスポーツイベントの実施 
国際交流の推進 
○英国  交流事業 実施        構想  推進
○小学校における英語教育の推進 

〈大会後のレガシー〉
      文化（人材     意識）
心のバリアフリー
多文化共生の社会
国際社会に貢献できる人材
障害のある人に配慮した就労環境

ス
ポ
ー
ツ
振
興
・
健
康
づ
く
り

[具体的な取組（主な取組）] 
障害者スポーツの推進 
○障害者スポーツの推進組織の強化 
○障害のある人も参加できるスポーツ広場の定期開催 
○大規模スポーツ大会を通じたパラリンピック競技の普及促進 
○全国規模の障害者スポーツ大会の誘致・開催 
       体力向上 健康   
○スポーツパートナーによるスポーツ教室の実施 
○ジュニアアスリートの育成・強化 
○スポーツ・文化総合センターのオープンを契機としたスポーツ
推進 
ＪＯＣやＪＰＣとの連携の推進 
○オリンピアンの派遣によるスポーツ教室の実施 
○事前キャンプへの対応 

〈大会後のレガシー〉
多言語に対応した観光施設 
拠点化・ネットワーク化された観光資源 
市民 来訪者 ＩＣＴ 利用    環境
国内外に浸透した本市のブランドイメージ 
誰もが文化芸術に親しめる環境 

都
市
の
魅
力
向
上

[具体的な取組（主な取組）]
市内への集客・回遊性の向上 
○川崎駅北口  魅力発信施設 開設
○市内施設の回遊性の向上 
○観光ツアー商品の開発に向けた PR 
外国人観光客の増加に向けた取組 
○民間事業者 連携        向  取組 推進
○多言語対応による情報発信や施設案内 
○Wi-Fi 環境の充実 
文化・芸術の振興 
○オリンピック・パラリンピックをテーマとした企画の実施 
○コンサート等でのバリアフリープログラムの拡充 
○多様な主体による文化プログラムの実施

〈大会後のレガシー〉
高度 医療    対応した、革新的な
医薬品 医療機器 開発による国際的な
課題解決への寄与 
低炭素化の推進による地球環境問題解
決への寄与 
新たな福祉製品・サービスの創出による国
際的な高齢化の課題解決への寄与 
先端技術に関する世界的なプレゼンス 

[具体的な取組（主な取組）] 
先端技術の世界に向けた発信 
○殿町国際戦略拠点（          ） 形成
○水素関連技術の普及促進 
○環境先進都市としての特徴と強みを活かした国際社会への
貢献 
○環境配慮型社会の実現に向けた情報発信 
○福祉製品、サービスの開発企業との連携 
○ICＴ 活用  快適 利便性 高       推進
○スマートシティの推進 

先
進
的
な
課
題
解
決

モ
デ
ル
の
発
信

ま
ち
づ
く
り

[具体的な取組（主な取組）] 
交通環境の向上 
○UD      普及 利用環境 整備
○東京都、大田区等との交通ネットワーク構築 
案内表示 見直 
○公共サインの整備に関するガイドラインによる取組の推進 
○川崎駅北口自由通路 整備   案内    設置
バリアフリー化の推進 
○駅 道路            化 推進
○スポーツ施設のバリアフリー化の推進 

推進フォーラム委員の提案に基づき、多様な主体の連携によるプロジェクトづくりに向けて、実施手法等の検討を進

めていく。 

【2016 年度から具体的な検討に入る主なプロジェクト】 

●アクセシブルシティかわさき（飲食店など商業施設のバリアフリーの状況に関する取材と情報発信）
●パラスポーツやってみるキャラバン（小中学校等でのパラスポーツを体験する巡回講座の実施）
●誰  参加   クルーシブなカワサキハロウィン（カワサキハロウィンの老若男女 障害者、健常者すべての人が楽しめる
仮装イベントとしてのプロジェクト化）
●宿泊施設のバリアフリー化促進プロジェクト（車  利用者     障害のある人に配慮した宿泊施設を増やすための
仕組みづくりの検討） 

「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」の提案に基づくプロジェクトづくり 

２
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「かわさきパラムーブメント推進ビジョン案」 に関する 

意見募集の実施結果について 

１ 概要 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした、誰もが暮らしやすいまちづくりを進

めていくため、東京大会に向けた本市の取組の方向性や目指すべきレガシーを明らかにし市民の皆

様と共有するとともに、取組を計画的に進めていくため、「かわさきパラムーブメント推進ビジョ

ン案」を取りまとめ、市民の皆様からの御意見を募集しました。 

その結果、１５通４１件の御意見をいただきましたので、御意見の内容とそれに対する市の考え

方、及び御意見を踏まえて作成した『かわさきパラムーブメント推進ビジョン』を合わせて公表し

ます。 

２ 意見募集の概要 

・意見の募集期間  平成 28年 2月 16 日（火）から 3月 16 日（水）まで 

・意見の提出方法  ＦＡＸ、郵送、持参 インターネット（フォームメール） 

・募集の周知方法  市政だより、市ホームページ、かわさき情報プラザ 

各区役所市政資料コーナー、支所・出張所、市民館・図書館 

総合企画局企画調整課 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） １５通（４１件）

内訳 インターネット・電子メール １５通（４１件）

FAX ０通（ ０件）

郵送 ０通（ ０件）

持参 ０通（ ０件）

４ パブリックコメント意見の内容と対応 

「かわさきパラムーブメント推進ビジョン案」の内容に対する御意見として、障害者スポーツ

施設のあり方や普及促進に関する意見のほか、東京大会を契機とした魅力あるまちづくりに向け

た提案など、御意見の趣旨が案に沿ったもののほか、今後の施策・事業の推進にあたり参考とし

ていく御意見等が寄せられました。 

そのため、御提案等を一部に反映し、「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」をとりまとめ

ました。 

資料３



2 

【意見に対する対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、当初案に反映したもの 

Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえ、取組を推進するもの 

Ｃ：今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ：その他 

【意見の件数と対応区分】  

項  目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）推進ビジョン全般に関すること  １    １ 

（２）東京 2020 大会に向けた本市の基本

方向と取組の考え方に関すること 

   １  １ 

（３）第 1期推進期間の取組に関する 

こと 

４ １０ １６ ３  ３３ 

（４）かわさきパラムーブメント推進

フォーラムの取組に関すること 

 ４  １  ５ 

（５）その他     １ １ 

合 計 ４ １５ １６ ５ １ ４１ 
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（１）推進ビジョン全般に関すること

No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

１ 「かわさきパラムーブメント」

の５つの方向性はとても良いと思

う。どのようにして市民の理解や

関心を得るかが課題である。

「かわさきパラムーブメント」を「ムーブメン

ト（運動）」として全市的に展開していくために

は、目指す方向性を市民の皆さんと共有していく

ことが非常に重要であると考えています。

今後、本推進ビジョンのＰＲも含め、積極的な

広報活動や市民参加の仕掛けづくりを進めてまい

ります。

Ｂ

（２）東京 2020 大会に向けた本市の基本方向と取組の考え方に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

２ 「かわさきパラムーブメント」

推進の前段として、共生社会の実

現に向けて誰もが安心・安全に暮

らせる環境を整えることが先では

ないか。

 「かわさきパラムーブメント」は東京２０２０

オリンピック・パラリンピックを契機として、誰

もが暮らしやすいまちづくりを進めていくことを

目指しています。

障害のある人や高齢者、社会的マイノリティと

される方々など、誰もが住み続けたいまちづく

り、共生社会への実現に向けて、川崎市総合計画

や分野別計画とも整合を図りながら、さまざまな

取組を「ムーブメント」として展開してまいりま

す。

Ｄ

（３）第 1期推進期間の取組に関すること 

No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

３ （１）ひとづくり

従来から各区の区民祭や福祉フ

ェア等で各障害者団体が実施して

きた取組を把握し、それらの団体

の援助を考えてほしい。

「かわさきパラムーブメント」の推進にあたっ

ては、これまでに市内で活動してきたさまざまな

分野の団体が互いに連携を深め、誰もが暮らしや

すいまちづくりに向けてその取組をさらに充実さ

せていく環境づくりが重要であると考えておりま

す。

本推進ビジョンにおける「かわさきパラムーブ

メント」の５つの方向性の展開にあたっては、こ

れまでに活動を進めてき団体や関係機関等と連

携、協働しながら取組を進めてまいります。

Ｂ

４ （１）ひとづくり

「障害の有無に関わらず参加で

きるスポーツイベントの実施」に

ついて、事前申し込みの必要なイ

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（１）ひとづくり②心のバリアフリーの推進

「障害の有無に関わらず参加できるスポーツイベ

ントの実施」の推進にあたっては、多くの人が気

Ｃ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

ベント・大会は参加がしにくい。

また、昨年、川崎国際多摩川マラ

ソンに出場したがエレベーターの

場所やユニバーサルトイレの場所

の案内が適切ではなく、たらい回

しにされた。「ひとづくり」は大き

な課題である。

軽に参加することができるよう、申込み方法等を

工夫するとともに、スタッフの事前研修の実施な

ど、イベントを支える「ひとづくり」の取組も進

めてまいります。

５ （２）スポーツ振興・健康づくり

障害者スポーツに対する本推進

ビジョンの姿勢として、「パラアス

リート」という表現に端的に示さ

れているが、トップアスリート養

成、支援のための環境整備に重点

がおかれているように思う。しか

し、障害者スポーツの種目にはサ

ウンドテーブルテニスなど、パラ

リンピックの種目ではないが長年

障害者の特性に配慮し工夫された

スポーツとして市民に親しまれて

実績のあるものが多い。地域の市

民レベルではこれらのスポーツの

普及こそが未来へのレガシーとし

て相応しいものであり、一般市

民・一般障害者の立場の観点が本

推進ビジョンには不足していると

思う。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（２）スポーツ振興・健康づくりで掲げる３

つのレガシーを形成していくためには、障害者ス

ポーツを「競技スポーツ」と「身近に親しむこと

のできるスポーツ」の両面から捉え、取組を進め

ていくことが重要と考えております。

具体的な取組といたしまして、市障害者スポー

ツ協会による障害者スポーツの普及や、障害のあ

る人も参加できるスポーツ広場の開催等を計画し

ており、本ビジョンにも位置付けているところで

ございますが、いただいた御意見を踏まえ、これ

らの取組の推進にあたりましては、フライングデ

ィスクやサウンドテーブルテニス等、長年市民の

皆さまに親しまれてきた種目を取り入れることに

より、普及が図られるよう努めてまいります。

Ｃ

６ （２）スポーツ振興・健康づくり

川崎市には横浜市や東京都のよ

うな障害者専用スポーツ施設が無

い。横浜市のように一か所しかな

いのも不便であり、身近にあるこ

とが望ましい。多額の建設コスト

をかけずに意味のあるレガシーを

残すために、各区のスポーツセン

ターの指定管理業務に障害者スポ

ーツに関する恒常的取り組み、指

導員配置、用具貸出等を位置付け

ることを提案したい。

（同趣旨ほか１件）

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（２）スポーツ振興・健康づくりに記載の通

り、障害のあるなしに関わらず、誰もが日常的に

スポーツに親しめる環境づくりは、「かわさきパ

ラムーブメント」を推進する上で重要なものと位

置付けているところでございます。

各区のスポーツセンターでは、指定管理業務と

して障害のある人もスポーツに親しむことができ

る環境づくりを進めており、指定管理者が実施す

る業務上の留意点として、障害者・高齢者等の利

用に際して十分な配慮を行うこととしておりま

す。

いただいた御意見を踏まえ、市民に身近なスポ

ーツ施設であるスポーツセンターにおける、障害

者スポーツの普及促進の方向性を示すため、本推

進ビジョン３「第１期推進期間の主な取組」

（２）「スポーツ振興・健康づくり」①障害者ス

Ａ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

ポーツの推進の具体的な取組項目として、「各区

スポーツセンターにおける障害者スポーツの取組

の推進」を追記します。

７ （２）スポーツ振興・健康づくり

各区にあるスポーツセンターを

障害者が優先的に使用できるよう

にしてほしい。

各区スポーツセンターの団体利用に関しまして

は、ふれあいネットによる予約が原則となってお

り、現在のところ障害者等の優先予約については

制度化を行っておりません。

しかし、指定管理者が実施する業務上の留意点

として、障害者・高齢者等の利用に際して十分な

配慮を行うこととしておりますので、スポーツセ

ンターにおいて、誰もが日常的にスポーツに親し

むことができる環境づくりに向けて、取組を進め

てまいります。

Ｄ

８ （２）スポーツ振興・健康づくり

「かわさきパラムーブメント」

を推進するには、障害者専用のス

ポーツ施設を早急に作るべきであ

る。

（同趣旨ほか２件）

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（２）「スポーツ振興・健康づくり」に記載の

通り、障害のあるなしに関わらず、誰もが日常的

にスポーツに親しめる環境づくりは「かわさきパ

ラムーブメント」を推進する上で重要なものと位

置付けているところでございます。いただいた御

意見も参考にしながら、障害のある人が身近な地

域で利用できるスポーツ施設の整備のあり方につ

いて、引き続き検討を進めてまいります。

Ｃ

９ （２）スポーツ振興・健康づくり

東京都多摩障害者スポーツセン

ターや横浜ラポールなどの施設に

比べると、「等々力陸上競技場に障

害者優先利用日を設定」する程度

では、障害者スポーツの拠点づく

りに向けた取組としては弱いと思

う。優先利用日を設定するだけ

で、障害者スポーツの拠点になる

と考えた根拠と等々力陸上競技場

に限定している理由を知りたい。

障害者スポーツ専用の公の施設が無い現状にお

きましては、障害者スポーツの拠点づくりに向け

た既存施設を活用した取組は、手法の一つとして

有効であると考えております。

また、等々力陸上競技場や各区スポーツセンタ

ー等の施設につきましては、利用率が高く、団体

利用の予約が取りにくい状況もございますので、

等々力陸上競技場について障害者団体の優先利用

日を設定したところでございます。今後も等々力

陸上競技場プロジェクトの実施状況や一般利用者

等とのバランスを考慮しながら、他の施設におけ

る同様の取組の展開について検討を進めてまいり

ます。

Ｄ

10 （２）スポーツ振興・健康づくり

「民間施設を活用したパラアス

リートへの練習場所の提供」につ

いて練習場所の確保はどの競技の

選手にも大きな課題になってい

る。パラアスリートだけではな

く、それを目指す選手にも練習場

障害者スポーツを日常的に実施することができ

るよう、これまでも民間スポーツクラブのほか

様々な企業や学校のスポーツ施設の活用の御協力

をいただいてきたところであり、今後も障害者ス

ポーツ活動の拠点の充実化に向けた、民間施設と

の連携は欠かせなく、その対象者はトップアスリ

ートに限定するものではないと考えます。

Ａ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

所を提供してほしい。 いただいた御意見も踏まえ、その方向性を本ビ

ジョンで示すため、推進ビジョン３「第１期推進

期間の主な取組」（２）「スポーツ振興・健康づく

り」①障害者スポーツの推進の具体的な取組「民

間施設を活用したパラアスリートへの練習場所の

提供」について、「障害者スポーツの環境づくり

に向けた民間企業等との連携の推進」と修正いた

します。

11 （２）スポーツ振興・健康づくり

民間スポーツクラブ等との協定

の締結は、トップアスリートのた

めにとどまらず、広く市民の利用

できる社会資源としての活用を考

えてビジョンとして提示してほし

い。

12 （２）スポーツ振興・健康づくり

川崎市障害者スポーツ協会の活

動に期待している。川崎市にはパ

ラリンピックに無い競技にも日本

トップクラスの選手がいる。その

ような競技についても普及促進を

図ってほしい。

市障害者スポーツ協会の活動は障害者のスポー

ツ・レクリエーション等の活動を通じた、障害者

スポーツの普及や障害のある人の健康づくりや社

会参加の推進を目的としています。パラリンピッ

ク競技に限定せず、障害のある人を主体としたス

ポーツ活動全般について普及促進を図ってまいり

ます。

Ｂ

13 （２）スポーツ振興・健康づくり

川崎市障害者スポーツ協会が創

設され、今後の活動が期待される

が、障害のある人に伝わり、「行き

たい」「参加したい」と思ってもら

えるような情報発信や例えばラゾ

ーナ川崎など多くの人が集まる場

所でのパラスポーツのイベント開

催を行ってほしい。

障害者スポーツに関する情報発信は、市障害者

スポーツ協会の活動の柱にも位置付けられている

ところでございます。さまざまな媒体を活用しな

がら当事者の立場に立った効果的な情報発信が行

えるよう、本市としても側面的な支援を行うとと

もに、市障害者スポーツ協会をはじめとした関係

団体との連携により、多くの人が集まる場所やイ

ベントの場を活用した障害者スポーツ普及の取組

を進めてまいります。

Ｂ

14 （２）スポーツ振興・健康づくり

 川崎市内で行われるスポーツ大

会やイベント等に、パラスポーツ

のコーナーを設置し、パラアスリ

ートやパラアスリートを目指す選

手のエントリーを可能にした上

で、そこでの記録を公式記録（参

考記録）として認める取組を提案

したい。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（２）「スポーツ振興・健康づくり」①障害者

スポーツの推進に記載の通り、等々力陸上競技場

で開催する国際陸上競技大会「セイコーゴールデ

ングランプリ陸上」では、競技種目の中にパラア

スリートのエントリーを行っています。今後も健

常者と障害者が同一の大会に出場できる取組を進

めるとともに、多くの市民が集うイベント等にお

けるパラスポーツの体験企画を盛り込むこと等に

より、パラスポーツの認知度向上やスポーツを通

じたインクルージョンを促進してまいります。

Ｂ

15 （２）スポーツ振興・健康づくり

障害当事者がスポーツに限ら

ず、イベントに参加するために

は、視覚障害者に対応した拡大、

点字資料の確保、聴覚障害者に対

する手話通訳の保障、肢体不自由

者に対する移動のサポートなど、

本市では、障害のあるなしに関わらず誰もが安

心・安全に暮らし、社会参加ができるよう、障害

の特性に応じた情報提供など、情報バリアフリー

の推進に取り組んでいるところでございます。

また、市主催のイベント等においては、手話通

訳者、要約筆記者によるコミュニケーションサポ

ートにも努めており、これらの取組をさらに浸透

Ｂ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

参加のための条件整備を進める必

要がある。

させるとともに、市職員の意識改革に向けた研修

等を行うことにより、イベントや会議等におい

て、障害のある人や高齢者が参加しやすい工夫や

配慮を行えるよう取組を進めてまいります。

16 （２）スポーツ振興・健康づくり

初級障がい者スポーツ指導員を

取得しても使わない方が多いのが

現状である。また、情報も入って

こない。障害者スポーツと関わる

機会があまり無いのではないか。

障がい者スポーツ指導員の資格取得を条件とし

て、川崎市障がい者スポーツ指導者協議会に所属

していただきますと、同協議会から本市で行われ

る障害者スポーツ大会や球技大会、スポーツ教室

等のイベント情報が会員向けに提供されます。ま

た、本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（１）「ひとづくり」②ボランティア活動の推

進にある記載のように、多摩川ランフェスタ等の

市主催の定期的なスポーツイベントにおいて障が

い者スポーツ指導員をはじめとするボランティア

を募集するとともに、ボランティアの育成や関心

を高める取組を進めてまいります。

Ｃ

17 （２）スポーツ振興・健康づくり

「市民参加のスポーツイベント

の開催」についてこれらのイベン

トにも障害者が気軽に参加できる

ようにしてほしい。

それぞれの地域で開催されるスポーツイベント

を障害のある人にとって参加しやすいものとして

いくためには、障害の理解と心のバリアフリーの

推進が重要であると考えます。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（１）「ひとづくり」においても②心のバリア

フリーの推進を柱の一つに位置付けています。障

害のあるなしに関わらず参加できるスポーツイベ

ントの実施をはじめ、一人ひとりが違いを認め合

い活かし合う体験をモデル的な取組を通じて積み

重ねながら、各地域の取組にも波及させていける

よう取組を進めてまいります

Ｂ

18 （２）スポーツ振興・健康づくり

２０１７年にオープンするスポ

ーツ・文化総合センターにおいて

も、障害者スポーツへの配慮をし

てほしい。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（２）「スポーツ振興・健康づくり」②スポー

ツによる体力向上や健康づくりに記載の通り、本

施設の開館を契機にスポーツ推進を図ることとし

ており、障害者スポーツにも対応できるようユニ

バーサルデザインに配慮した計画となっておりま

す。

Ｃ

19 （３）まちづくり

案内表示における音声案内、歩

道の誘導用ブロックの敷設に際し

ての横断歩道のエスコートゾーン

や交差点の音声信号機の設置等に

留意していただくとともに、バリ

アフリーのハード整備に関しては

本市では少子高齢化・国際化を見据え、多言語

にも対応した案内表示の充実を図ることとしてお

ります。音声案内については、障害者等のニーズ

や騒音等地域の実情を勘案し、導入を行っている

ところでございます。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（３）「まちづくり」③バリアフリー化の推進

Ｃ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

障害者の意見を聞いて実施してほ

しい。

（同趣旨ほか１件）

に記載のとおり、バリアフリー化基本構想に基づ

き、駅・道路などのバリアフリー化を推進してま

いりますが、整備にあたりましては市民の皆さま

からの御意見も幅広く伺いながら取組を進めてま

いります。

20 （３）まちづくり

レストランの点字メニューの普

及や一般化など、障害のある人に

配慮した案内をソフト面の工夫に

より促進する取組が必要である。

本推進ビジョン４「かわさきパラムーブメント

推進フォーラムの取組」（２）プロジェクトづく

りに向けた取組に記載のプロジェクト①アクセシ

ブルシティかわさきでは、障害者の視点から外食

等に関する情報を収集・発信するほか、障害者差

別解消法への対応に関する事業者向けセミナー等

も開催していく予定です。いただいた御意見も踏

まえながら、障害のある人に配慮したサービスが

広く社会に浸透していくよう、取組を進めてまい

ります。

Ｂ

21 （３）まちづくり

駅・道路などにおけるバリアフ

リー化の推進については、まずは

ＩＰＣ（国際パラリンピック委員

会）の基準を参考にし、当事者か

らの声を必ず聞いてほしい。

本市におきましては、本推進ビジョン３「第１

期推進期間の主な取組」（３）「まちづくり」③バ

リアフリー化の推進に記載のとおり、駅・道路な

どのバリアフリー化を推進してまいりますが、大

会組織委員会等のガイドラインについても参考に

するとともに、当事者団体等の意見を伺いながら

取組を進めてまいります。

Ｃ

22 （３）まちづくり

武蔵小杉駅周辺は運動施設も集

中しており、川崎駅に準じてバリ

アフリー化に向けた具体的な計画

を出す必要がある。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（３）「まちづくり」に記載の通り、小杉駅周

辺地区につきましては、2017年度にバリアフリ
ー法に基づくバリアフリー基本構想を改定し、さ

らなるバリアフリー化に取組んで参ります。

Ｂ

23 （３）まちづくり

横須賀線武蔵小杉駅は駅施設が

乗降客数の割に狭く、エレベータ

の乗り換えも多い等構造的な課題

がある。こうした欠点を改良する

ことも必要である。

横須賀線武蔵小杉駅施設の改良につきまして

は、利用者のさらなる利便性や安全性の向上に向

け、引き続き鉄道事業者と連携した取組を進めて

まいります。

Ｃ

24 （３）まちづくり

障害者差別解消法も踏まえ、各

区のスポーツ施設において、施設

のバリアフリーにとどまらず、利

用料や施設へのアクセス、利用環

境を含めて障害者スポーツがバリ

アフリーに行えるような環境整備

を進めてほしい。（同趣旨ほか２

件）

スポーツ施設のバリアフリー化を進めるにあた

っては、施設までのアクセスを含めソフト・ハー

ドの両面から障害のある人の利用に配慮した取組

を進めていくことが重要と考えています。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（３）「まちづくり」③バリアフリー化の推進

に記載の通り、スポーツ施設のバリアフリー化を

２０１６年度以降順次進めてまいりますが、施設

へのアクセシビリティの向上も含めまして、障害

Ｃ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

のある人にとって地域のスポーツ施設が利用しや

すいものとなるよう、いただいた御意見も踏まえ

ながら検討を進めてまいります。

25 （４）都市の魅力向上

川崎大師は外国人観光客が訪れ

るポテンシャルがあり、２０２８

年には建立９００年の大きな節目

を迎える。しかし、空港からの近

さの割には乗換が必要であること

や、参道や駅周辺の景観にも課題

がある。空港に近いという立地の

良さを活かし、羽田空港国際線タ

ーミナルと川崎大師、川崎駅を結

ぶバスの試験運行や川崎大師周辺

の景観条例の制定、参道の整備な

どを行い、多くの外国人が訪れる

魅力あるまちづくり進めてほし

い。

本市には歴史、文化、産業など多彩な地域資源

がありますが、中でも川崎大師は知名度や羽田空

港に近接した優位な立地から、東京大会を契機と

した観光客数の増加が期待できます。

今後は初詣で賑わう１月以外にも来訪者が愉し

むことができるよう、風鈴市をはじめとした様々

な行事の情報発信を行うとともに、訪日外国人の

興味関心をひく寺社の伝統・伝承等に着目した取

組や、産業観光や市内のホテル等と連携した取組

により、通年型・滞在型のまちの魅力づくりを進

めてまいります。

Ｂ

26 （４）都市の魅力向上

海外先進国では飲食店では喫煙

できない国がほとんどである。川

崎の魅力を世界にアピールするた

めには、オリンピック・パラリン

ピックを機に市内飲食店の禁煙対

策（せめて分煙対策）を強く推進

することが必要である。

本市では、健康増進法及び神奈川県公共的施設

における受動喫煙防止条例に基づき、飲食店を含

む公共的施設等における分煙対策や健康被害に関

する普及啓発などに取り組んできたところでござ

います。

今後は、東京オリンピック・パラリンピックに

向けた国や東京都等の動向などを注視するととも

に、喫煙者、非喫煙者がお互いの立場に配慮しな

がら快適に暮らせることを基本に、受動喫煙防止

の取り組みを進めてまいります。

Ｃ

27 （４）都市の魅力向上

川崎市の内陸部から羽田空港ま

で短時間でスムーズにアクセスで

きる交通体系を構築し、市内の拠

点や観光施設間の回遊性を向上さ

せる交通ネットワークを形成する

ことが重要である。

本推進ビジョン３「第１期推進期間の主な取

組」（３）まちづくりに記載の通り、羽田連絡道

路の整備等を契機に交通ネットワークの充実を図

るとともに、駅周辺のバリアフリー化、多言語化

に配慮した案内表示の充実など、ユニバーサルデ

ザインのまちづくりを進めてまいります。

Ｃ

28 （４）都市の魅力向上

２０１７年度に川崎駅北口に開

設される魅力発信施設について

は、東京大会後も見据えて、

「JNTO（日本政府観光局）認定外
国人観光案内所」の認定区分「カ

テゴリー３」を目指してほしい。

東京２０２０大会を契機とした本市の魅力発信

に向け、新たに川崎駅北口に開設予定の魅力発信

施設は重要な役割を果たすと考えています。

英語で対応可能なスタッフの配置等、多言語対

応による情報発信やサービスの提供、Wi-Fi環境
の整備等を進め、本市を訪れる人のおもてなしの

ための取組を進めてまいります。

Ｃ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

※「カテゴリー３」主な認定基

準

・サービス提供時間中は、英

語、中国語、韓国語で対応可

能なスタッフが常駐してい

る。

・全国の公共交通利用や観光情

報などを提供できる。

29 （４）都市の魅力向上

旅行博でのブース出展の際に

は、埋没しないような工夫やアイ

デアが必要である。ドラえもんを

全面に押し出したブースづくり

や、キャッチフレーズとして

「KAWAII！KAWASAKI」キャン
ペーンの展開等を提案したい。

旅行博等への出展にあたっては、本市の魅力を

効果的に発信するための工夫や戦略が求められる

と考えています。市観光協会等関係団体との連携

等も図りながら、今後も川崎の多彩な魅力を発信

する効果的なセールスを展開してまいります。

Ｂ

（４）かわさきパラムーブメント推進フォーラムの取組に関すること

No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

30 「かわさきパラムーブメント」を
継続的で全市的なムーブメントと

していくためには、もっと地元を

巻き込んでいく必要がある。

「かわさきパラムーブメント」の推進に向けま

しては、本推進ビジョン４「かわさきパラムーブ

メント推進フォーラムの取組」に記載の通り、

「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」を

継続的に開催することにより、市民、団体、企業

等さまざまな主体の連携・協働の場としていく考

えです。また、かわさきパラムーブメント」の実

践につながるプロジェクトづくりにあたっては、

推進フォーラム委員はもとより、幅広い市民や団

体の参加・協力を得ながら取組を進め、全市的な

「ムーブメント」としての展開を図ってまいりま

す。

Ｂ

31 行政側に「かわさきパラムーブメ
ント」を推進する「オール川崎」

の体制づくりがなされていないよ

うに思える。

「かわさきパラムーブメント」の推進に向けた

庁内体制として、２０１４年１月に市長を本部長

とする「２０２０東京オリンピック・パラリンピ

ックかわさきプロジェクト推進本部」を設置し、

庁内の横断的な連携体制を整えたところでござい

ます。２０１５年１０月には外部連携組織として

「かわさきパラムーブメント推進フォーラム」を

設置し、両組織の連携のもと、幅広い分野におい

て行政の取組、さらには市民協働の取組を推進し

Ｄ
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No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

ていくものとしております。

32 「アクセシブルシティかわさき」
について、当事者からの意見や

日々の生活の中から情報が得られ

ると思うので、ＳＮＳ等を活用し

て情報交換や情報発信をするのが

良いと思う。

本プロジェクトは、障害のある人が外食や観光

などを楽しむために必要な情報を得ることができ

る環境づくりを進めるもので、当事者の視点で情

報を収集・発信していくことが重要であると考え

ております。

プロジェクトの実施にあたっては、車いすユー

ザー等障害のある人が現地調査を行うほか、ＳＮ

Ｓの活用など、当事者の「声を集め」「情報を届

ける」ための効果的な手法を用いて取組を推進し

てまいります。

Ｂ

33 「パラスポーツやってみるキャラ
バン」について、市内の学校にお

いて「パラスポーツ」を知り、体

験する機会を提供することは良い

ことだと思う。パラリンピアンだ

けではなく、パラスポーツを継続

してきたアスリートや、パラリン

ピックを目指しているアスリート

にも協力してもらいながら実施し

てほしい。

 本プロジェクトの実施にあたっては、本市ゆか

りのパラアスリートをはじめ、パラスポーツに携

わるさまざまな立場の人や団体の協力を得ながら

取組を推進してまいります。

Ｂ

34 「宿泊施設のバリアフリー化促

進プロジェクト」について、 一

人ひとり障害は違うので、完全な

バリアフリーにしなくても、簡易

スロープや引き戸の設置で改良可

能なケースがある。また、宿泊施

設の従業員の知識が足りないこと

により、障害のある人の宿泊につ

いて問い合わせた時点で断られる

こともある。これらの視点を踏ま

えて取組を進めてほしい。

 宿泊施設のバリアフリー化を進めるにあたって

は、建物のバリアフリー化とともに、一人ひとり

異なる障害を持つ宿泊客にきめ細かく応接するた

めの知識やスキルが重要と考えています。

 本プロジェクトにおいては、当事者の視点に立

った施設やサービスに対するニーズを把握すると

ともに、事業者によるハード・ソフト両面からの

バリアフリー化を促す取組を展開してまいりま

す。

Ｂ
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（５）その他 

No. 意見の要旨 本市の考え方
区

分

35 パブリックコメントの存在がそ

もそもあまり知られていない。ま

た、パソコンが無ければ本ビジョ

ン案を閲覧するためには、わざわ

ざ役所まで出かけなくてはならな

い。市民意見募集の方法として、

無作為で調査会社に依頼した方が

きちんとしたデータが取れると思

う。

パブリックコメント制度は、市民の市政への参

加を推進するとともに、行政運営の透明性の向上

を図り、市民自治の確立とより開かれた市政の実

現に資することを目的として、「川崎市パブリッ

クコメント手続条例」に基づき実施しています。

市ホームページのほか、情報プラザ、各区役所の

ほか、市民館、図書館等の市内公共施設で資料を

ご覧いただくことができます。「かわさきパラム

ーブメント」の推進に向けて、広く市民の意見を

聴取することは大変重要と考えておりますので、

今後もさまざまな手法により市民の皆さまの御意

見を伺う取組を進めてまいります。

Ｅ


